
1/6 

○笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則 

平成20年3月25日 

規則第5号 

改正 平成21年3月23日規則第11号 

平成22年12月17日規則第43号 

平成24年7月9日規則第16号 

平成24年12月27日規則第24号 

平成26年5月23日規則第7号 

平成27年12月28日規則第22号 

平成28年4月1日規則第14号 

平成28年6月14日規則第16号 

笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成16年笛吹市規則第66号)の全

部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この規則は、笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成16年笛吹市条例第

126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(用語) 

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 

(条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情) 

第1条の3 条例第3条第1項ただし書の規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

(1) 身体又は生命に危険が生じるおそれがあること。 

(2) その他市長が認める事情 

(受給者証の交付申請) 

第2条 条例第6条の規定による申請は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)

申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、市長は、

当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、その添付を省略

させることができる。 

(1) 医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書

類 

(2) 戸籍の謄本又は抄本 

(3) 世帯の全員の住民票の写し 
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(4) ひとり親等の所得の状況を証する書類 

(5) ひとり親等の配偶者又は扶養義務者の所得の状況を証する書類 

(6) その他市長が必要と認める書類 

2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当

の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示したときは、同項第2号、第3号及び第5

号の書類を省略することができる。 

3 市長は、条例第6条の規定により申請があった場合において、受給資格があると認定し

たときは笛吹市ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(様式第2号。以下「受給者証」と

いう。)を交付し、受給資格がないと認めたときはひとり親家庭医療費助成金受給資格者

証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により通知する。 

(受給者証の有効期間) 

第3条 受給者証の有効期間は、申請日(更新の場合にあっては、毎年9月1日)から、当該日

以後の最初の8月31日又は受給資格喪失日のいずれか早い日までとする。 

2 次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日を申請日とみなす。 

(1) 対象者となった日の翌日から起算して15日以内に前項の規定による申請をしたとき

は、対象者となった日 

(2) 災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請をすることができなかっ

た場合において、やむを得ない理由がやんだ日の翌日から起算して15日以内に当該申

請をしたときは、やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなった日 

(受給者証の更新) 

第4条 受給者は、受給者証の有効期間満了後も引き続き医療費の助成を受けようとすると

きは、毎年8月1日から同月31日までの間に受給者証の更新を市長に申請しなければなら

ない。 

2 前項の申請については、第2条の規定を準用する。 

(受給者証の再交付申請) 

第5条 受給者は、条例第6条の規定により受給者証の再交付を受ける場合は、ひとり親家

庭医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)に当該受給者証を添付して、市長

に提出するものとする。 

2 受給者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後、亡失した受給者証を発見し

たときは、直ちに市長に返還しなければならない。 

(委託) 
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第5条の2 条例第8条第1項の規定による保険医療機関等への支払に関する費用の審査及び

支払に関する事務は、山梨県国民健康保険団体連合会及び山梨県社会保険診療報酬支払基

金に委託して行うものとする。 

(条例第8条第3項の規則で定める場合) 

第5条の3 条例第8条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 受給者が、山梨県内に住所を有する保険医療機関等で療養の給付又は訪問看護療養

費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた場合で、当該保険医療機関等の窓口で受

給者証を提示しないとき。 

(2) 山梨県外の保険医療機関等で療養等を受けた場合 

(3) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費(出生の日から満15歳に達する日以後の

最初の3月31日までの間にある者に限る。)、保険外併用療養費、療養費、家族療養費

又は特別療養費の支給の対象となる療養等を受けた場合 

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養

等を受けた場合 

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付の対象となる療養等を

受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることと

なる場合 

(6) 山梨県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち次に掲げるもの以外のもの又

は山梨県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合 

ア 全国歯科医師国民健康保険組合 

イ 全国土木建築国民健康保険組合 

ウ 中央建設国民健康保険組合 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 

(助成の請求等) 

第6条 条例第8条第3項の請求は、ひとり親家庭医療費助成金請求書(様式第5号)により行わ

なければならない。 

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認めるときは、受

給者に対し関係書類の提出を求めることができる。 

3 前2項の規定にかかわらず、前条第5号に規定する場合にあっては、山梨県から本市に納

入通知書が送付されることにより受給者から第1項に規定する請求があったものとみな

し、本市が当該納入通知書により山梨県に支払を行うことにより受給者に対し助成金の支
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給があったものとみなす。 

(届出) 

第7条 条例第10条の規定による変更の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格等変更

届(様式第6号)に受給者証を添えて行わなければならない。 

2 条例第10条の規定による受給資格喪失の届出は、ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪

失届(様式第7号)に受給者証を添えて行わなければならない。 

3 条例第10条の規定による助成金の支給理由が第三者の行為によって生じたものである

ときの届出は、第三者行為による被害状況届(様式第8号)により行わなければならない。 

(受給資格喪失の通知) 

第8条 市長は、受給者の家庭に属する対象者全員について受給資格の喪失を認めたときは、

ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失通知書(様式第9号)により受給者に通知する。 

(受給者証の返還) 

第9条 受給者は、受給資格を喪失したとき、又は新たな受給者証の交付を受けたときは、

速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。 

附 則 

(施行規則) 

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(様式第2号を除く。次項にお

いて「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式に

よるものとみなす。 

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

附 則(平成21年3月23日規則第11号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定

は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費助成金について適用し、同日前に

受けた医療に係る医療費助成金については、なお従前の例による。 

附 則(平成22年12月17日規則第43号)抄 
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(施行期日) 

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の笛吹市子どもすこやか医療費助成金支給条例施行規則、笛吹市

ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則及び笛吹市重度心身障害者医療費助成条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について

適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成24年7月9日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成24年12月27日規則第24号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の笛吹市子どもすこやか医療費助成金支給条例施行規則、笛吹市

重度心身障害者医療費助成条例施行規則及び笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条

例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について

適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

附 則(平成26年5月23日規則第7号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成27年12月28日規則第22号)抄 

(施行期日) 

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。 

(笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置) 

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の笛吹市ひとり親家庭医療費助成

に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正

を加え、なお使用することができる。 

附 則(平成28年4月1日規則第14号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこ
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の規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請

に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の笛吹市情報公開条例施行規則、第2条

の規定による改正前の笛吹市個人情報保護条例施行規則、第7条の規定による改正前の笛

吹市学童保育室条例施行規則、第8条の規定による改正前の笛吹市児童手当事務取扱規則、

第9条の規定による改正前の笛吹市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、

第10条の規定による改正前の笛吹市老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の

笛吹市老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の笛吹

市身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の笛吹市身体障害児の補装具

の交付等及び費用の徴収等に関する規則、第14条の規定による改正前の笛吹市知的障害

者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の笛吹市介護保険条例等施行規則、第16

条の規定による改正前の笛吹市母子生活支援施設及び助産施設入所措置負担額徴収に関

する規則、第17条の規定による改正前の笛吹市指定地域密着型サービス事業所及び指定

地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第18条の規定による改正前

の笛吹市危険物の規制に関する規則、第19条の規定による改正前の笛吹市すずらんの里

条例施行規則、第20条の規定による改正前の笛吹市ひとり親家庭医療費助成に関する条

例施行規則、第21条の規定による改正前の笛吹市子ども手当事務取扱規則、第22条の規

定による改正前の笛吹市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第23条の規定によ

る改正前の笛吹市指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指

定等に関する規則、第24条の規定による改正前の笛吹川都市計画事業石和温泉駅前土地

区画整理事業清算金徴収交付事務規則、第25条の規定による改正前の笛吹市景観条例施

行規則、第26条の規定による改正前の笛吹市児童福祉法施行細則及び第27条の規定によ

る改正前の笛吹市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細

則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

附 則(平成28年6月14日規則第16号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する 


